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第１ 章 計画の基本的な 考え 方と 全体像 

 

１  計画策定の趣旨 

〇 都内には、虐待を 受け た 児童や、何ら かの事情によ り 実親によ る 養育が困難で、

公的責任において 社会的な 養育が必要な 児童（ 以下「 代替養育を 必要と する 児童」

と いう 。） が約４ ， ０ ０ ０ 人暮ら し て いま す。  

 

 〇 都は、代替養育を 必要と する 児童が健やかに育ち 、社会で自立し て いけ る よ う 、

子供の最善の利益を 第一に考え 、 施策を 推進し て き ま し た 。  

 

〇 国は、平成２ ８ 年 6 月、児童福祉法を 改正し 、子供が権利の主体であ る こ と や、

家庭養育優先の原則を 明記し 、 こ の理念の下、 平成２ ９ 年８ 月に、 国の「 新た な

社会的養育の在り 方に関する 検討会」 は、 子供の最善の利益を 図る た めの永続的

な 家族関係を ベース にし た 家庭と いう 育ち の場の保障であ る 「 パーマネ ン シ ー保

障」 の考え 方に基づき 「 新し い社会的養育ビ ジ ョ ン 」 を 取り ま と めま し た 。  

 

 〇 都は、 平成３ １ 年４ 月に「 東京都子供への虐待の防止等に関する 条例」 を 施行

し 、 子供を 権利の主体と し て 明記する と と も に、 虐待の早期発見・ 早期対応を 促

進し 、 虐待を 受け た 児童の社会的養護の充実や円滑な 社会的自立を 図る た めの取

組の充実に努める こ と と し て いま す。  

 

 〇 こ のよ う な 中、 都は、 令和２ 年３ 月、 令和２ 年度から 令和１ １ 年度ま でを 計画

期間と し て 、 都の社会的養育全体の方向性を 示す「 東京都社会的養育推進計画」

を 新た に策定し 、 施策の充実に取り 組んでき ま し た 。  

  

 〇 計画策定以降、 都の社会的養育を 取り 巻く 状況は変化し て おり 、 都内では令和

２ 年度以降令和６ 年度にかけ て 特別区が児童相談所を 開設し て いま す。  

一方で 、 都で は単一の自治体では解決がで き な い広域的、 専門的課題も 顕在化

し て いる た め、 都と 区が連携し た 取組が一層重要と な っ て いま す。  

  

〇 国は、 令和４ 年６ 月、 児童福祉法を 改正し 、 児童の権利擁護が図ら れた 児童福

祉施策を 推進する た め、 こ ど も 家庭セ ン タ ーの設置や一時保護所におけ る 児童の

支援の質の向上、 妊産婦への支援、 社会的養護経験者等の自立支援の強化な ど 、

子育て 世帯に対する 包括的な 支援策の強化を 定めま し た 。  

  

 〇 今般、こ う し た 情勢の変化や国の策定要領等を 踏ま え 、計画の中間年において 、

新た な 「 東京都社会的養育推進計画」 を 策定し 、 児童と 家庭を 支え る 取組を 更に

推進し て いき ま す。  

-2-



（ 社会的養護の沿革）  

 
年 月

平成23年 7

○
○
○
○

家庭的養護の推進
専門的ケアの充実
社会的養護の下で育った子供の自立支援の充実
虐待防止のための家族支援、施設の地域支援の充実

平成24年 11

○

○

社会的養護の需給との調和を図りつつ、施設の小規模
化に伴う定員の削減を進めるため、都道府県計画を策定
今後十数年かけ、里親等、グループホーム、本体施設が
概ね３分の１ずつに

平成26年 10

平成27年 4

平成28年 5 児童福祉法等改正

○
○
○

○

子供が権利の主体であること
家庭養育優先原則
里親の開拓から児童の自立支援までの一貫した里親支
援、養子縁組里親を法定化、養子縁組に関する相談支
援を都道府県業務に位置づけ
児童相談所の体制強化等

7

11

平成29年 8

○ 都道府県計画の見直し（平成30年度末まで）
・　フォスタリ ング機関事業の創設
　　（令和2年度までに）
・　乳幼児の家庭養育原則の実現
　　（5年以内に）
・　家庭養育や施設養育推計、施設の適切な配置
　　（10年計画）
・　児童相談所・一時保護改革
　　（5 年計画）
・　特別養子縁組の推進
　　（5年以内に現状の約2倍に）

平成30年 7

平成31年 4

令和2年 4

12

令和4年 2

○ 社会的養育推進計画について以下の指摘
　　・資源の計画的な整備方針のための計画とすべき
　　・効果や課題について、適切な指標を設けて都道
府県に対して実態把握・分析を促していく必要性

6

○

○

○

○

子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及
び事業の拡充
一時保護施設及び児童相談所による児童への処遇や支
援、困難を抱える妊産婦等への支援の質の向上
社会的養育経験者・障害児入所施設の入所児童等に対
する自立支援の強化
児童の意見聴取等の仕組みの整備等

令和5年 1

令和6年 3

4

社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会とりま
とめ「社会的養護の課題と将来像」

国の動き 都の施策

東京都児童福祉審議会提言
「社会的養護の新たな展開に向けて―家庭的養護・地域化
の推進と切れ目のない支援－」

「東京都社会的養護施策推進計画」
（平成27年～平成41年度）の策定

厚生労働省通知「児童養護施設等の小規模化及び家庭
的養護の推進について」

厚生労働省「新たな社会的養育の在り方に関する検討

会」（平成29年8月まで開催）

「新しい社会的養育ビジョン」策定

東京都児童福祉審議会提言
「家庭的養護の推進について－家庭と同様の環境における
養育の更なる推進に向けて―」

厚生労働省通知「都道府県社会的養育推進計画の策定
要領」

児童福祉法等改正

厚生労働省通知「一時保護ガイドラインについて」

「東京都子供への虐待の防止等に関する条例」施行

「東京都社会的養育推進計画」
（令和2年～令和11年度）の策定

内閣府令「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」

施行

厚生労働省「令和3年度社会保障審議会児童部会社会的
養育専門委員会」報告書

東京都児童福祉審議会提言
「新たな児童相談のあり方について―「予防的支援」と「早期
対応」の抜本的強化に向けて―」

東京都児童福祉審議会提言
「児童相談所が関わる子供の意見表明を支援する仕組み
（子供アドボケイト）の在り方について」

こども家庭庁通知「都道府県社会的養育推進計画の策定
要領」
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２  計画の位置付け  

〇 本計画は、 東京都全体の社会的養育の充実に向け 、 子供の最善の利益を 確保す

る 観点から 、 在宅での支援か ら 特別養子縁組、 代替養育や自立支援な ど 、 一体的

かつ全体的な 視点を も っ て 策定する 計画です。  

 

〇 都道府県の推進計画策定に当た っ て の基本的な 考え 方等を ま と めた 「 都道府県

社会的養育推進計画の策定要領」（ 令和６ 年３ 月） に基づき 、「 東京都社会的養育

推進計画（ 令和２ 年３ 月）」 を 見直し 、 新た な 推進計画と し て 策定し ま す。  

 

 〇 「 2 0 5 0 東京戦略（ 案）」 の推進に向け 、「 こ ど も 未来ア ク シ ョ ン 」 と 連携し 、

「 東京都子供・ 子育て 支援総合計画」 等、 関連する 計画と 整合を 図っ て いま す。  

   ま た 、 児童相談所を 設置する 特別区（ ※） が策定する 社会的養育推進計画等と

も 調整を 図り 、 都全体の社会的養育の方向性を ま と めて いま す。  

 

 ※ 令和６ 年４ 月１ 日時点で児童相談所を 設置し て いる 世田谷、 江戸川、 荒川、 港、

中野、 板橋、 豊島、 葛飾の８ つの区が社会的養育推進計画を 策定 

 

 

 

 〇 児童福祉法、 子供・ 子育て 支援法、 子ど も ・ 若者育成支援推進法、 社会福祉法、

生活困窮者自立支援法等に定める 、 子供と 子育て 家庭を 支え る 様々な 事業等を 活

用し 、 本計画に定める 取組を 推進し て いき ま す。  
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３  計画期間 

 〇 本計画の期間は、 令和７ 年度から 令和１ １ 年度ま での５ 年間と し ま す。  

 

 

４  計画の構成 

〇 本計画は、 ４ つの章で構成し て いま す。  

 

〇 本章を 第１ 章と し 、 第１ 章で は、 計画の位置付け 、 期間、 構成に加え 、 計画の

基本要素と な る 、「 全体を 貫く 共通の考え 方」・「 理念」・「 目標」・「 視点」 について

記載し て いま す。  

 

〇 第２ 章では、 都の社会的養育の現状について 述べる と と も に、 計画期間におけ

る 都全体の代替養育を 必要と する 児童数の推計、 里親等委託率の目標値について

記載し て いま す。  

 

〇 第３ 章では、 計画で定める ９ つの目標ご と に、 現状の取組、 課題を 明示し 、 計

画期間におけ る 取組の方向性について 記載し て いま す。  

 

〇 第４ 章では、 本計画の推進に向け た 取組や指標の毎年度の把握、 そ れを 踏ま え

た 達成状況の進捗評価について 示し ま す。  
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５  計画全体を 貫く 共通の考え 方、 計画の「 理念」・「 目標」・「 視点」  

（ １ ） 計画全体を 貫く 共通の考え 方 

〇 子供の最善の利益を 実現する た めには、 児童相談所や区市町村な ど の相談支援 

機関は関係機関と 相互に緊密な 連携を 行い、「 家庭養育優先原則」 と 「 パーマネ ン  

シ ー保障」 の理念に基づく ケ ース マネ ジ メ ン ト を 徹底する こ と が必要です。  

 

〇 こ のこ と から 、「 家庭養育優先原則」 と 「 パーマネ ン シ ー保障」 の２ つを 、 計画 

全体を 貫く 共通の考え 方と し て 位置付け 、 こ れら の実現に向け 、 あ ら ゆ る 場面に

おいて 具体的な 取組を 推進し て いき ま す。  

 

【 家庭養育優先原則】  

〇 児童福祉法では、 第３ 条の２ 第１ 項において 、 国及び地方公共団体の責務を 次

のと おり 定め、 子供の「 家庭養育優先原則」 を 徹底し 、 子供の最善の利益を 実現

する 方針を 示し て いま す。  

 

※ 児童福祉法第３ 条の２ 第１ 項 

「 児童が家庭において 心身と も に健やか に養育さ れる よ う 、 児童の保護者を 支援

し な け ればな ら な い。  

た だし 、 児童及びそ の保護者の心身の状況、 こ れら の者の置か れて いる 環境そ

の他の状況を 勘案し 、 児童を 家庭において 養育する こ と が困難で あ り 又は適当で

な い場合にあ っ て は児童が家庭におけ る 養育環境と 同様の養育環境において 継続

的に養育さ れる よ う 、 児童を 家庭及び当該養育環境において 養育する こ と が適当

で な い場合にあ っ て は児童ができ る 限り 良好な 家庭的環境において 養育さ れる よ

う 、 必要な 措置を 講じ な け ればな ら な い。」  

 

【 パーマネ ン シ ー保障】  

〇 国は、 計画の策定要領において 、 都道府県に対し 、 子供の最善の利益を 図る た

めの「 永続的な 家族関係を ベース にし た 家庭と いう 育ち の場の保障、 いわゆ る パ

ーマネ ン シ ー保障」 の理念を 踏ま え た 計画策定を 求めて いま す。  

  

 〇 こ のパーマ ネ ン シ ー保障の理念に基づき 、 支援者は、 ま ず、 予防的支援によ り 、  

家庭で の生活を 維持する た めに最大限の努力を 行う こ と が重要で す。 そ れで も な

お、 代替養育が必要と な っ た 場合であ っ て も 、 子供の意向や状況等を 踏ま え な が

ら 、 で き る 限り 家庭と 同様の環境での養育を 検討する と と も に、 代替養育の開始

の時点から 家庭復帰を 目指し ま す。  

  

〇 ま た 、 子供の「 育ち の連続性の保障」 の観点から 、 た と え 支援の主体が変わっ

た と し て も 、 子供中心の途切れな いケ ース マ ネ ジ メ ン ト のも と 、 子供自身が安心

し て 将来の見通し を 持て る 環境を 提供する こ と が必要です。  
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（ ２ ） 計画の「 理念」・「 目標」・「 視点」  

〇 「 家庭養育優先原則」 と 「 パーマ ネ ン シ ー保障」 の２ つの考え 方に沿っ て 、 都

全体の社会的養育に関する 取組の充実を 目指し ま す。  

 

〇 本計画では、「 ３ つの理念」、「 ９ つの目標」、「 ６ つの視点」 を 掲げ、 施策を 推進

し て いき ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 地域におけ る 切れ目な い支援の視点 

 ② 子供にと っ て の最善の利益確保の視点 

 ③ 心理的・  治療的ケ ア が必要な 子供への専門的支援の視点 

 ④ 大都市東京のニ ーズ と 特性を 踏ま え た 視点 

 ⑤ 広域的な 自治体の役割から の視点 

 ⑥ 子供を 含む家族全体に対し 分野横断的に資源を 活用する 包括的な 支援の視点 

①  妊娠期から 一貫し て 、 子供と 家庭を 社会全体で切れ目な く サポ ート

する と と も に、 支援が必要と な っ た 場合で も 、 でき る 限り 家庭での養

育の継続を 目指す。  

 

②  社会的養護が必要にな っ た 場合で あ っ て も 家庭復帰を 目指すと と も

に、 社会的養護の下で 育つ子供た ち について は、 家庭と 同様の養育環

境において 、 健やかに育ち 、 自立でき る こ と を 目指す。  

 

③  心理的・ 治療的ケ ア が必要な 子供への 専門的な 支援によ り 、 全て の

子供た ち の安全・ 安心の確保を 目指す。  

 

３ つの理念 ＜基本理念＞ 

９ つの目標  

＜基本理念の実現に向け 取り 組む方向性を 明ら かにする 目標＞ 

① 当事者であ る 子供の権利擁護の取組の充実 

② パーマ ネ ン シ ー保障の考え 方に基づく 支援体制の構築 

 ③ 家庭と 同様の環境におけ る 養育の推進 

 ④ 施設におけ る でき る 限り 良好な 家庭的環境の整備 

 ➄ 心理的・ 治療的ケ ア が必要な 子供への専門的な 支援の充実 

 ⑥ 社会的養護のも と で育つ子供た ち の自立支援 

 ⑦ 児童相談体制の強化 

 ⑧ 一時保護児童への支援体制の強化 

 ⑨ 子供と 子育て 家庭を 支え る 専門人材の確保・ 育成・ 定着 

６ つの視点 ＜計画の推進に当た っ て 留意すべき 視点＞ 

-7-



（ ３ つの理念）  

〇 本計画では 

  ・「 妊娠期から 一貫し て 家庭での養育を 継続」 を 目指す理念    （ 理念①）  

  ・「 家庭復帰や家庭と 同様の環境での養育」 を 目指す理念     （ 理念②）  

  ・「 ケ ア ニ ーズ が高い子供への専門的な 支援」 を 目指す理念    （ 理念③）  

 

 

 

 

  

 「 家庭養育優先原則」 と 「 パーマネ ン シ ー保障」 の実践には、 妊娠期から 家庭を 支

え る た め、 区市町村の家庭支援事業等を 活用し た 予防的支援によ り 家庭維持に努める

こ と が重要です。  

区市町村の児童相談部門と 母子保健部門が一体と な っ た 「 こ ど も 家庭セ ン タ ー」 の

機能によ り 、 子育て 家庭のニ ーズ や困り ご と を 早期に把握し 、 適切な 支援につな げ、

でき る 限り 家庭での養育を 継続し て いく こ と が求めら れま す。  

 

 

 

 

 

 社会的養護が必要と な っ た 場合にも 、 児童相談所には、 子供た ち の実の家庭への復

帰を 目指し た ケ ース マ ネジ メ ン ト の徹底が求めら れま す。  

社会的養護が必要な 子供た ち には、 本人の意向を 尊重し な がら 、 親族里親、 養子縁

組里親、 養育里親等を 選択し て いき ま す。 施設入所が必要な 場合にも 、 小規模化さ れ

た 家庭的な 環境での養育に努める こ と が重要です。  

家庭復帰がど う し て も 困難な 場合には、 子供の最善の利益の確保の観点から 、 親族

等によ る 養育や特別養子縁組を 検討する こ と も 求めら れま す、  

 

 

 

 

 

 虐待経験や発達障害等ケ ア ニ ーズ が高く 、 特別な 支援を 必要と する 子供た ち が増加

し て いる こ と から 、 こ う し た 子供た ち が、 生活する 場に関わら ず、 一人ひと り の特性

に応じ た ケ ア を 受け ら れる こ と が必要です。  

 施設におけ る 心理的ケ ア の専門的な 体制の強化や、 児童相談セ ン タ ーにおけ る 施設

への支援、 医療機関と のネ ッ ト ワ ーク の構築な ど によ り 、 子供た ち が必要な 支援を 受

け ら れる 体制の確保が求めら れま す。  

   妊娠期から 一貫し て 、 子供と 家庭を 社会全体で切れ目な く サポ ート  

  する と と も に、 支援が必要と な っ た 場合でも 、 でき る 限り 家庭での 

養育の継続を 目指す。  

 

   社会的養護が必要にな っ た 場合であ っ て も 家庭復帰を 目指すと と も

に、 社会的養護の下で 育つ子供た ち について は、 家庭と 同様の養育環

境において 、 健やかに育ち 、 自立でき る こ と を 目指す。  

 

     

心理的・ 治療的ケ ア が必要な 子供への専門的な 支援によ り 、 全て の 

子供た ち の安全・ 安心の確保を 目指す。  

 

理念① 

理念② 

理念③ 
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（ ９ つの目標）  

 「 ３ つの理念」 を 実現する た めに、 ９ つの目標を 設定し て いま す。  

本計画におけ る 「 目標」 は、 前回計画に記載し て いた 具体的な 取組を 基本に、 近年

重要性が増し て いる 「 当事者であ る 子供の権利擁護の取組の充実」、「 パーマ ネ ン シ ー

保障の考え 方に基づく 支援体制の構築」、「 心理的・ 治療的ケ ア が必要な 子供への専門

的な 支援の充実」、「 子供と 子育て 家庭を 支え る 専門人材の確保・ 育成・ 定着」 の４ つ

の要素を 新た に追加し て いま す。  

 

 

目標① 当事者であ る 子供の権利擁護の取組の充実 

 

〇 都は、 平成 3 1 年４ 月に制定し た 「 東京都子供への虐待の防止等に関する 条例」

において 、子供があ ら ゆる 場面において 、権利の主体と し て 尊重さ れる 必要があ り 、

子供の意見が尊重さ れる こ と や、子供の安全及び安心の確保並びに最善の利益が最

優先さ れる こ と を 明記し て いま す。  

 

〇 こ う し た 考え 方に則り 、 子供自身や子供の周り の大人、 児童相談所や施設職員な

ど を 対象と し た 取組を 進め、 子供の権利擁護の取組の充実を 目指し ま す。  

 

 

目標② パーマ ネ ン シ ー保障の考え 方に基づく 支援体制の構築 

  

〇 子供の最善の利益のた めには、 永続的な 家族関係を ベース にし た 、 パーマ ネ ン シ

ー保障の考え 方に基づく 、 家庭や家庭と 同様の関係におけ る 養育を 支援する こ と が

重要です。  

 

〇 家庭での養育を 継続する た めには、 妊婦や家庭の悩みに寄り 添い、 養育困難と な

る 状況や虐待の発生を 未然に防ぐ こ と が求めら れま す。  

 

〇 家庭での養育が困難な 状況に至っ た 場合にも 、 家庭において でき る 限り 安定し た

養育環境を 子供に保障する よ う 支援する こ と が必要で すが、 やむを 得ず養育者が変

わる 場合には、 子供の目線に立ち な がら 子供の最善の利益を 実現する よ う 、 き め細

かな 支援体制の構築を 目指し ま す。  

  

 

目標③ 家庭と 同様の環境におけ る 養育の推進 

 

〇 特に就学前の乳幼児期は、愛着関係の基礎を 作る 時期であ り 、子供が安心でき る 、

温かく 安定し た 家庭で養育さ れる こ と が求めら れま す。 そ のた め、 代替養育が必要

と な っ た 子供た ち を 家庭と 同様の環境で養育する 里親等の役割が重要です。  

 

〇 里親等によ る 養育が進むよ う 取組を 進める と と も に、 実親によ る 養育が望めず、

他に養育でき る 親族等がいな い児童について は、 特別養子縁組によ る 永続的な 育ち

の場も 検討する な ど 、 子供の最善の利益の観点に立っ た 取組の推進を 目指し ま す。  
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目標④ 施設におけ る でき る 限り 良好な 家庭的環境の整備 

 

〇 家庭では困難な ケ ア を 要する 子供た ち や家庭養育を 望ま な い子供た ち の育ち の場

と し て 、 多職種が配置さ れて いる 施設の役割は依然と し て 重要です。 こ う し た 施設

養育が必要な 子供た ち が、「 でき る 限り 良好な 家庭的環境」 で過ご せる よ う 、 施設に

おけ る 家庭的な 環境整備が求めら れま す。  

 

〇 あ わせて 、 子供の暮ら し の場と し て の施設の特性を 活かし て 、 一時的に家庭等で

の養育が困難と な っ た 子供た ち を 受け 入れる な ど 、 取組を 進めま す。  

 

 

目標➄ 心理的・ 治療的ケ ア が必要な 子供への専門的な 支援の充実 

 

〇 近年、 個別的な ケ ア を 必要と する 子供が増加し て おり 、 施設において も そ う し た

子供た ち への対応が重要と な っ て いま す。  

 

〇 ケ ア ニ ーズ の高い子供た ち が、 一人ひと り の特性に合っ た 適切な ケ ア を 受け ら れ

安全・ 安心に暮ら し て いけ る よ う 、 施設におけ る 支援体制の充実を 目指し ま す。 ま

た 、 よ り 高度な ケ ア が必要と な っ た 場合に、 適切な 医療につな げら れる 体制の構築

を 目指し ま す。  

 

 

目標⑥ 社会的養護のも と で育つ子供た ち の自立支援 

 

〇 令和４ 年改正児童福祉法において 、 社会的養護経験者等の実情の把握や社会的養

護経験者等に対し 必要な 援助を 行う こ と が、 都道府県の業務と し て 位置付け ら れて

いま す。  

 

〇 児童養護施設や自立援助ホ ーム に入所中の児童の退所後の生活や進学、 就労に向

け た 自立支援を 推進する と と も に、 社会的養護経験者等の実情を 把握し 、 そ の自立

のた めに必要な 援助の実施を 目指し ま す。  

 

 

目標⑦ 児童相談体制の強化 

 

〇 児童相談所におけ る 児童福祉司の配置基準は、 令和４ 年度か ら 、 人口３ 万人に１

人の配置に引き 上げら れて おり 、 深刻化する 児童虐待に迅速か つ的確に対応する た

め、 児童福祉司を 計画的に増員し 、 児童相談体制の強化を 進める 必要があ り ま す。  

 

〇 令和３ 年に公布さ れた 児童相談所の設置基準の政令等を 踏ま え 、 都児童相談所を

新設や管轄区域の見直し によ る き め細かな 児童相談体制の整備を 目指し ま す。  

 

〇 区市町村の児童相談部門であ る 子供家庭支援セ ン タ ーや区立児童相談所を 含め、

都が東京全体の児童相談業務の総合調整を 行い、 都と 区市町村が一体と な っ た 児童

相談体制の確保を 目指し ま す。  
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目標⑧ 一時保護児童への支援体制の強化 

 

〇 令和６ 年４ 月、 内閣府令によ り 、 初めて の一時保護所の独自基準と な る 「 一時保

護施設の設備及び運営に関する 基準」 が施行さ れ、 都道府県は新た に条例によ り 基

準を 定める こ と が求めら れま し た 。  

 

〇 こ れま で、 一時保護所では定員を 超過し て 児童の受入れを 行っ て いる 状況と な っ

て おり 、 新た な 基準を 踏ま え 、 将来的な 需要を 勘案し な がら 、 子供の権利擁護や個

別的ケ ア の充実の観点から 、 一時保護児童への支援体制の強化を 目指し ま す。  

 

 

目標⑨ 子供と 子育て 家庭を 支え る 専門人材の確保・ 育成・ 定着 

 

〇 子供と 子育て 家庭を 支え る 人材には、 児童相談所や子供家庭支援セ ン タ ー、 母子

保健部門、 児童養護施設等、 従事先の特性に応じ た 高い専門性が求めら れま す。 本

計画で定める 切れ目な い支援を 提供する には、 担い手と な る 専門人材の確保・ 育成・

定着が欠かせま せん。  

 

〇 都と 区市町村が連携し 、 専門人材を 安定的に確保し て いく と と も に、 児童養護施

設等におけ る 人材確保を 支援し 、 都全体の社会的養育を 支え て いく こ と を 目指し ま

す。  
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（ ６ つの視点）  

 

 本計画の推進に当た っ て 、 特に留意すべき 視点と し て 、 以下の「 ６ つの視点」 を 掲

げて いま す。  

 

視点① 地域におけ る 切れ目な い支援の視点 

 

〇 家庭養育を 継続する た めに、 支援が必要な 妊婦への妊娠期か ら の支援な ど 、 妊娠

期から の支援が必要です。  

 

〇 子育て 期において も 、 家庭のニ ーズ や困り ご と を 早期に把握し 、 家庭支援事業等

によ り 、 居住する 地域に関わら ず、 切れ目な く 家庭維持のた めの支援が提供さ れる

こ と が求めら れま す。  

 

 

視点② 子供にと っ て の最善の利益確保の視点 

 

〇 家庭養育優先原則やパーマ ネ ン シ ー保障の理念に沿っ て 、 子供の意向を 尊重し な

がら 、 家庭維持や家庭復帰、 代替養育の確保がさ れる こ と が必要です。  

 

〇 在宅家庭において も 、 代替養育先において も 、 一人ひと り の子供の権利が尊重さ

れ、 安全・ 安心が確保さ れる こ と が求めら れま す。  

 

 

視点③ 心理的・  治療的ケ ア が必要な 子供への専門的支援の視点 

 

〇 ケ ア ニ ーズ の高い児童には、 在宅指導中や施設入所中であ る かに関わら ず、 一人

ひと り の特性に合っ た 、 専門的な ケ ア が必要です。  

 

〇 児童相談セ ン タ ーや施設そ れぞれの対応力の強化と 合わせて 、 医療機関と 連携し

た 心理治療的な ケ ア が求めら れま す。  

 

 

視点④ 大都市東京のニ ーズ と 特性を 踏ま え た 視点 

 

〇 都内では多く の虐待相談が発生し て いま す。 ま た 、 都の一時保護所では、「 ト ー横

キ ッ ズ 」 の一時的な 受入れな ど の課題も あ り ま す。  

 

〇 人口規模に合わせた 児童相談所の体制整備を 進める と と も に、 入所需要に合わせ

た 一時保護体制の整備が求めら れま す。  
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視点⑤ 広域的な 自治体の役割から の視点 

 

〇 都内には、 都の児童相談所や区の児童相談所、 区市町村の子供家庭支援セ ン タ ー

と いっ た 、 児童相談部門が存在し て いま す。  

 

〇 都は区市町村の取組を 支援する と と も に、 相談援助業務や専門相談、 人材育成な

ど を 総合的に調整し 、 き め細かな 相談体制を 構築し て いく こ と が必要です。  

 

 

視点⑥ 子供を 含む家族全体に対し 分野横断的に資源を 活用する 包括的な 支援の視点 

 

〇 子供や家庭が抱え る 不安、 悩み、 負担感は様々であ り 、 そ れぞれに丁寧に寄り 添

い支援し て いく こ と が必要です。  

 

〇 個々の状況に応じ て 、 児童福祉分野や子供・ 子育て 分野の支援に加え 、 若者支援

や福祉サービ ス な ど 、 分野横断的・ 包括的な 支援が求めら れま す。  
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第２章 東京都の状況 

１ 人口等 

 

（１） 東京都の児童人口の推計 

東京都における 0～19 歳までの人口は、令和 6 年１月時点で、日本人が

2,007,478 人、外国人が 82,047 人、合計 2,089,525 人であり、都総務局

が令和 6 年 3 月に公表した「東京都世帯数の予測」では、令和 7 年（2025

年）は 2,036,734 人、令和 12 年（2030 年）は 2,033,413 人、令和 17

年（2035 年）は 1,977,197 人（各年 10 月 1 日時点）と予測されています。 

 

資料：総務局「東京都世帯数の予測」 
 

（２） 社会的養護のもとで育つ児童数の推移 

 ここ数年、社会的養護の措置児童数は 4,000 人前後で推移しています。 

 
※児童養護施設入所児童数及び乳児院入所児童数については各年度３月１日現在、養育家庭等委託児 

童数及びファミリーホーム委託児童数については、各年度末現在 

資料：福祉局 

2,119,120 
2,089,525 

2,036,734 2,033,413 

1,977,197 

1,850,000

1,900,000

1,950,000

2,000,000

2,050,000

2,100,000

2,150,000

令和2年 令和6年 令和7年 令和12年 令和17年

428 359 304 314 354

2,998 2,908 2,905 2,865 2,800 

124 132 122 127 120

473 487 496 506 526 

4,023 3,886 3,827 3,812 3,800 
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4500

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

乳児院 児童養護施設 ファミリーホーム 養育家庭等 合計
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２ 里親等の状況 

 

（１） 養育家庭等の登録数及び委託児童数の推移 

登録家庭数及び委託児童数は増加傾向ですが、伸びは緩やかになっています。 

※登録家庭数：養育家庭、専門養育家庭、親族里親、養子縁組里親の合計で、複数登録している場合は重複を排除し   

て計上 

資料：福祉局 

 

（２） ファミリーホーム設置数及び委託児童数の推移 

ファミリーホームは、令和５年度末現在、都内に３０ホームあり、うち養育家

庭移行型ファミリーホームが 1９ホーム、法人型ファミリーホームが１１ホー

ムとなっています。 

資料：福祉局   

951
1036 1039

1154 1191

473 487 496 506 526

0

200

400

600

800

1000

1200

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（家庭・人）
登録数 委託児童数

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

29 31 31 30 30

養育家庭移行型ファミリーホーム 20 22 20 19 19

法人型ファミリーホーム 9 9 11 11 11

174 186 186 180 180

124 132 122 127 120

区　　分

設置数

委託児童数

定員数
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（３） 里親等委託率の推移 

里親等委託率は上昇傾向ですが、全国平均よりも低く推移しています。 

 

資料：福祉局 

   

21.5
22.8 23.5 24.3

15.6 16.6 16.8 17.2 17.5

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

(%)
全国 東京都

※養育家庭等委託率＝養育家庭等・ファミリーホーム委託児童数／乳児院入所児童数+児童養護施設入所

児童数+養育家庭等・ファミリーホーム委託児童数

※全国の数値は「社会的養護の現状について（厚生労働省）」による。（令和５年度は未発表）
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３ 児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設の状況 

 

（１） 児童養護施設の入所児童数の推移 

 児童養護施設で生活する児童数はここ数年、減少傾向で推移しています。 

 
資料：福祉局  

 

（２） 児童養護施設の小規模化の状況 

児童養護施設における小規模化の状況は、令和６年９月１日現在で、グループ

ホームが 1,141 人と児童養護施設定員の 35.8％となっています。本体施設で

行っている 6 名以下のユニットケアとグループホームを合わせた小規模化の状

況としては、児童養護施設全体の 60.4％です。 

 

資料：福祉局 
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2,908 2,905 2,865 

2,800 
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3,000人

3,500人

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

グループホーム, 

1,141人, 35.8%

小規模グループケア

ユニット（６名）, 

786人, 24.6%

小規模以外,

1,265人, 39.6%

グループホーム

小規模グループケアユニット（６名）

小規模以外
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（３） グループホーム設置数の推移 

平成 17 年度に、国から児童養護施設の小規模化に関する通知が発出された

こともあり、大幅に増加しましたが、近年、伸びは緩やかになっています。 

 

 

資料：福祉局 
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（４） 児童養護施設における個別的ケアが必要な児童の入所状況 

個別的なケアが必要な児童の割合はここ数年、増加傾向で推移しています。 

また、令和 5 年度における個別的ケアが必要な児童の状況では服薬管理等が

必要な児童の割合が高くなっています。 

 

資料：福祉局 

 

資料：福祉局 

67.7%
75.3% 75.8% 72.0%

81.3%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

過去５か年における個別的ケアが必要な児童の割合

520 

1,035 
797 

1,088 1,092 1,172 
20.1%

40.0%

30.8%

42.0% 42.2%
45.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

0人

200人

400人

600人

800人

1,000人

1,200人

1,400人

反社会的行為 非社会的行為 精神・発達的問題 情緒的問題 健康上の問題 服薬管理等が必要な児童

※個別的ケアが必要な児童の総数：2,106人

令和５年度における個別的ケアが必要な児童の状況複数回答あり
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（５） 乳児院在籍児童の障害等の状況 

個別的なケアが必要な児童の割合はここ数年、緩やかに増加しています。 

また、令和 5 年度における障害等の状況では身体障害を抱えている児童の割

合が高くなっています。 

資料：福祉局 

 

 

資料：福祉局 
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※個別的ケアが必要な児童の総数：192人

令和５年度における乳児院在籍児童の障害等の状況複数回答あり
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（６） 乳児院の小規模化の状況 

乳児院の中で４人から６人までの小規模で家庭的な運営を行うユニットは、

全体の 60%となっています。 

 

資料：福祉局 

 

（７） 児童自立支援施設におけるケアニーズの高い児童の状況 

児童自立支援施設では、被虐待経験を有する児童や、精神障害、発達障害等の

課題を抱え、個別・専門的な対応が必要な児童が増加傾向にあります。 

 

資料：福祉局 

令和５年４月１日現在 
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４ 自立支援の状況 

 

（１） 進路状況 

令和５年３月に卒業した児童で、高等学校等進学率は、児童養護施設で

97.4％、児童自立支援施設で 89.3%、里親で 100%となっています。また、

大学等進学率は、児童養護施設で 28.3％、自立援助ホームで 26.1％、里親で

42.9％となっています。 

 
 

（２） 進学した学校における在籍・卒業状況 

児童養護施設等、社会的養護の下で育った方が、退所後に進学した学校等を卒

業前に退学した割合は、14.0％となっています。 
（単位：％） 

続けて在籍している 中途退学した 卒業した 

35.2 14.0 50.8 
資料：「東京都における児童養護施設等退所者の実態調査」（令和４年１月） 

 

（３） 離職状況 

退所後に就いた最初の仕事を「すでに辞めている」と回答した方（126

人）の約４割が、１年未満で辞めています。 
（単位：％） 

～６か月未満 ６か月～１年未満 １～３年未満 ３年以上 

31.8 11.1 45.2 11.9 

資料：「東京都における児童養護施設等退所者の実態調査」（令和４年１月） 

◎中学校卒業児童

東京都 189人 179人 94.7% 5人 2.6% 184人 97.4% 0人 0.0% 5人 2.6%
全国 2,079人 1,971人 94.8% 47人 2.3% 2,018人 97.1% 30人 1.4% 31人 1.5%
東京都 28人 25人 89.3% 0人 0.0% 25人 89.3% 2人 7.1% 1人 3.6%
全国 368人 318人 86.4% 8人 2.2% 326人 88.6% 11人 3.0% 31人 8.4%

里親 東京都 21人 21人 100.0% 0人 0.0% 21人 100.0% — — — —
東京都 107,133人 105,701人 98.7% 528人 0.5% 106,229人 99.2% 94人 0.1% 810人 0.7%
全国 1,103千人 1,089千人 98.7% 4千人 0.4% 1,093人 99.1% 2千人 0.2% 8千人 0.7%

◎高等学校卒業児童

在籍児童 24人 13.3% 14人 7.8% 38人 21.1% 16人 8.9% 8人 4.5%
退所児童 27人 15.0% 36人 20.0% 63人 35.0% 49人 27.2% 6人 3.3%

計 51人 28.3% 50人 27.8% 101人 56.1% 65人 36.1% 14人 7.8%
在籍児童 117人 6.9% 89人 5.2% 206人 12.1% 116人 6.9% 75人 4.4%
退所児童 237人 14.0% 216人 12.7% 453人 26.7% 759人 44.7% 88人 5.2%

計 354人 20.9% 305人 17.9% 659人 38.8% 875人 51.6% 163人 9.6%
在籍児童 5人 21.7% 5人 21.7% 10人 43.4% 3人 13.1% 2人 8.7%
退所児童 1人 4.4% 0人 0.0% 1人 4.4% 5人 21.7% 2人 8.7%

計 6人 26.1% 5人 21.7% 11人 47.8% 8人 34.8% 4人 17.4%
在籍児童 41人 16.9% 22人 9.1% 63人 26.0% 31人 12.8% 35人 14.4%
退所児童 21人 8.6% 7人 2.9% 28人 11.5% 48人 19.7% 38人 15.6%

計 62人 25.5% 29人 12.0% 91人 37.5% 79人 32.5% 73人 30.0%
児童自立支援施設 全国 11人 退所児童 1人 9.1% 2人 18.2% 3人 27.3% 6人 54.5% 2人 18.2%

委託児童 5人 17.9% 4人 14.3% 9人 32.2% 1人 3.5% 1人 3.5%
委託解除児童 7人 25.0% 4人 14.3% 11人 39.3% 5人 17.9% 1人 3.5%

計 12人 42.9% 8人 28.6% 20人 71.5% 6人 21.4% 2人 7.0%
計 131人 34.2% 91人 23.8% 222人 58.0% 119人 31.0% 42人 11.0%

東京都 103,282人 72,204人 69.9% 15,683人 15.2% 87,887人 85.1% 6,232人 6.0% 9,163人 8.9%
全国 1,065千人 607千人 57.0% 215千人 20.2% 822人 77.2% 161千人 15.1% 82千人 7.7%

※（児童養護施設・児童自立支援施設・里親）社会的養護現況調査（国）より
※（全中卒者、全高卒者）学校基本調査（国）より

(参考)全高卒者

児童養護施設

東京都 180人

全国 1,697人

里親
東京都 28人

全国 383人

自立援助ホーム

東京都 23人

全国 243人

児童自立支援施設

(参考)全中卒者

令和５年3月高等学校
卒業児童数

進学
大学等 専修学校等 合計

令和５年3月中学校
卒業児童数

進学
就職

児童養護施設

その他
高校等 専修学校等 合計

就職 その他

-23-



 
 

５ 児童相談所等の運営状況 

 

（１） 児童相談所の相談受理状況 

児童相談所が受理した相談件数は、増加傾向にあります。特に、被虐待相談は

急増しており、１０年前と比較し、４倍以上となっています。 

 

 

 

資料：福祉局 
 

（２） 児童福祉司一人当たり相談件数 

都児童相談所の児童福祉司１人当たりが受理する虐待相談は、年々減少して

おり、近年は一人５０件となっています。 

 

26,627件

44,741件
50,344件

53,695件
49,394件 52,066件

5,933件

21,019件
25,657件 26,604件

22,870件 24,164件
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50,000件

60,000件

平成25年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

相談受理件数 うち被虐待相談

114.9
98.4 94.8

70.7 65.065.9 60.6 56.0
39.2

0 件

20 件

40 件

60 件

80 件

100 件

120 件

140 件

令和元年度 令和2年度 令和３年度 令和4年度 令和5年度

児童福祉司一人当たり総相談件数

児童福祉司一人当たり虐待相談件数

※上記の件数は特別区児童相談所分を含む 

36.0 
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